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                              平成２２年１１月１１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 
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                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２１年１１月１９日 ０３時４０分ごろ 

発生場所 島根県松江市美保関町
みほのせきちょう

七類
しちるい

の北岸 

九
く

島
しま

灯台から真方位２７４°１,５００ｍ付近  七類港

（概位 北緯３５°３５.０′ 東経１３３°１３.０′） 

事故調査の経過  平成２１年１１月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

漁船 第七十八 隆 昌
りゅうしょう

丸、１３８トン 

 １２６５９０、株式会社隆昌海産 

 ３１.８０ｍ（Lr）×６.６０ｍ×２.６７ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、５９５kＷ、昭和５８年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４３歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成５年５月２８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年５月１６日 

  免状有効期間満了日 平成２５年５月２７日 

甲板員Ａ 男性 ２５歳  

 海技免許受有せず、航海当直部員の認定を受有 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部に破口 

 事故の経過  本船は、船長ほか１０人が乗り組み、平成２１年１１月１３日０８時０

０分ごろ境港を出港し、日本海西部においてかに籠漁を操業した。  

本船は、１１月１８日島根県隠岐島西方沖で操業を終え、ベニズワイガ

ニ約３０トンを積み、船首約２.０ｍ、船尾約４.６ｍの喫水をもって、針

路約１２５°（真方位）及び対地速力約１０.２ノットで、水揚げのため境

港に向かった。 

甲板員Ａは、発進後、単独の船橋当直につき、操舵装置の後方でいすに

腰を掛けて自動操舵により美保関町沖を南東進中、居眠りに陥り、変針予

定場所を通過して美保関町七類の北岸に向けて航行し、１１月１９日０３

時４０分ごろ七類の北岸に乗り揚げた。 

船長は、乗揚の衝撃で目が覚め、損傷状況を確認したところ、自力航行

が可能であったので、境港に入港した。 

入港後、船長は、船首船底部の破口から油が流出していることを知っ

た。 

- 1 - 



- 2 - 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 １、視界 良好 

潮汐：下げ潮の初期 

 その他の事項  甲板員Ａは、平成１６年１月に本船の甲板員として初めて乗船した。 

甲板員Ａは、１７日及び１８日の操業中、かに籠積みや選別作業を行

い、疲労が蓄積していた。また、１日合計約６～７時間の睡眠をとったも

のの、漁の合間に短時間の睡眠をとったもので、睡眠不足の状態であっ

た。 

 船長は、本事故時、船長室で休息をとっていた。 

 船長は、日ごろから甲板員Ａに対し、他船の状況を目視とレーダーの両

方で確認すること、他船の避航が難しい場合や眠気を催したときには、船

長に知らせることなどを指示していたが、事故前には甲板員Ａからの報告

はなかった。 

 本船は、船首船底部に生じた破口から油が流出し、巡視艇による航走

攪拌
かくはん

や吸着マットによる防除作業などが実施された。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、美保関町沖を自動操舵で南東進中、単

独で船橋当直中の甲板員Ａが、いすに腰を掛けて

いたところ、居眠りに陥り、変針予定場所を通過

して美保関町七類の北岸に向けて航行し、同海岸

に乗り揚げたものと考えられる。 

 甲板員Ａが居眠りに陥ったのは、操業により疲

労が蓄積し、睡眠不足の状態で、いすに腰を掛け

て当直を続けたことによるものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、美保関町沖を自動操舵で南東進中、単独で船

橋当直中の甲板員Ａが、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して七

類の北岸に向けて航行し、同海岸に乗り揚げたことにより発生したものと

考えられる。 

 




